
ボランティア活動中、万が一の事故に備えるための 2024年度

ボランティア活動保険)

|

I

兵庫県ボランテイ″・
市蛋活動災豊共清観亡見舞金共済
この共済・保険は、カロ入されたボランティアの方が自発的な意思に基づき、日本国内において他人や地域・社会

に貢献するなど社会的に意義があるボランティア渚動中 (往復途上を含む)の、万が一の事故に備えていただくた
めのものです。保険金または見舞金をお支払いする主な場合は次のとおりです。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約によつて異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

ボランティア活動保険|よ東京都社会福祉協議会が保険契約者となり、引受保険会社と契約する保険です。ボラ

ンティア個人またはボランティア汚動団体は、加入申込者となり、ボランティア個人が被保険者となる制度です。
■加入申込者の詳細は、以下の通りです。

力[入申込者 兵庫県社会福祉協議会および兵庫県下各市区町社会福祉協議会に登録された団体および個人ポランティアに限ります。

■自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献することを目的とした日本国内における無償の汚動 (交通費、食
事代など費用弁償程度の支給は窯償とみなします。)で、次のいずれかの活動に限ります。

●社会福祉協議会に届け出た、または社会福祉協議会の委嘱を受けた渚動
0所属するボランティア活動団体等の会則

彿)に
則り、企画立実された活動 (注)名称は問いません。

■上記の活動にはボランティ

■自動車事故は、被保険者産

ア活動場所への通常の経路によ‐る往復途上や、ポランティフ

■次の活動は、このボラン阜
身のケガのみが対象で、身体障害・財物損壊の賠償事故伐 

動のための学習会、研修会、会議等への参加も含まれます。

|よお支払いの対象になりません。(自動車保険の対象)
:ィ ア保険の補償対象にはなりません。

O海難救助または山岳救助ボランティア汚動 ○銃器を使用する害獣層区除ポランティア活動

O野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア汚動 Oチェーンソーを使用する森林ポランティア渚動
○自己の利益を直接の目的とする自動雇動 ○団体構成員の相互扶助や親陸を目的とする汚動

○インターンシップ等や資格取得等を目指した活動
O学校の管理下 (授業の一

〇 PTA、 自治会、町内会 
として参力Bす る)と してイ    

企業等の営利事業の一環として行う汚動

、゙マンション管理組合等の基

うボランティア活動 (ポランティアサークル・クラブ活動は対象とします。)

黄員の共通の利益、親睦を目的とした活動 等

<市民活動災害共済プラン>1 名

`こ

つ き 500円 <天災危険補償プラン>1名につき600円
※保険料の払込方法は、現金でご加入と同時にその全額を払い込む-8寺払となります。カロ入手続の詳細は2ページをご確認ください。

送
=度

迦△並【口止疋旦迦聾■適償期間内に複数のボランティア活動 (複数のボランティア活動団体での
※市民活動久害共済プランの掛金のうち、480円 は三井住友海上尖炎保険株式会社の「ボランティア渚動保険」(傷害補償・賠慣責任補償)の
保F父料に充当しています。死亡見舞金は、兵庫県社会福祉協議会が独自に運営しています。

補償の種類 保険金 ,見舞金をお支払いする主な場合

ポランティア

渚 動 保 険

傷害補償
曇翻 糧宗新某協撃 婢 榊 苅鯉 鞘 懇 乾饉 縄「鼎凛掻墾F峯
術保険金および通院保F父金等をお支払いします。

(｀注2)

(注 1)「ケガ」の定義については、「用語のご説8月」(7ページ)の該当欄をご参照ください。
(注 2)健康保険、加害者からの賠償金の有無等に関係なくお支払いします。

賠償責任
償補

被保F父者が日本国内において次のいずれア)｀ に該当する偶然な事故によつて他人の生命や身体を害した
り、他人の財物を損壊 (減失、破損また|よ汚損)した場合等に、被保険者が法律上の損害賠償責任を

負担することによつて被る損害 (損害賠償金や争訟費用等)に対して保[食金をお支払いします。
(a)ボランティア活動中に発生した事故 (b)ボランティア活動に伴つて提供した財物に起因する事故
(c)ポランティア送動の結果に起因する事故
(d)ボランティア活動に伴つて占有(使用または管理する保管物の損壊、紛失または盗取
なお、(d)については、保管物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任のみ
が対象となります。
※□頭、文書等による名誉皇ヌ几(き )損またはプライバシーの侵害など、人格権侵害による損害も補償の対象です。

死亡見舞金
ポランティア渚動中、ポランティア自身が「傷害保険金」の対象にならない疾病で亡くなった場合
※死亡見舞金は市民活動終害共済プランのみ給付対象となり、天炎危F父補償プランは給付対象外となります。



5.補償 (保険)期間

●2024年 4月 4日 0時から2025年 3月 34日 24時までの 4年間。
0ま た、補償期間の途中での中途加入も可能です。その場合の補償期間は、力[入手続完了日 (受付窓□の各市区田」

社会福祉協議会での受付日)の翌日0時から2025年 3月 34日 24時までとなります。

6H保険金額 (給付金額)・ 支払限度額と保険料

保険金 (給付金)の種類
保険金額 (給付金額)・ 支払限度額・免責金額

市民渚動八害共済プラン 天炎危険補償プラン

傷害補償

死亡保険金 41,600千円 7,000千円

後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて、

死亡保険金の100%～42%をお支払tヽ します。

入院保険金日額 9,000円 7,500円

手術保険金
① 入院中に受けた手術の場合…[入院保険金日額]× 10
② ①以外の手術の場合…[入院保険金日額]× 5

通院保険金日額 4,200円 3,600円

特定感染症による後遺障害、

入院保険金、通院保険金
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ

特定感染症葬祭費用保険金 300万円限度

天久危険補償特約 な し あ り

賠償責任
補償

身体障害・財物損壊共通
4事故につき (支払限度額)5億円 (免貢金額なし)

人格権侵害

見舞金 ボランティア共済死亡見舞金 給付金額40万円 な し

掛金 (保険料・共済掛金) 500円 600円

る いいま いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力
費用について|よ、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害賠償金の額が支払限度額を超える場合に
|よ取扱いがRなりますので、詳細は「10 お支払いの対象となる損害 。お支払いする保険金・見舞金J(3ページ)をご参照ください。
免責金額は、保険金としてお支払いする 1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お
客さまが実際にご力B入いただく支払限度額 保険金額および免責金額につきまして|よ 、上記の「保険金額 (給付金額)・ 支払限度額・

免責金額」欄および加入申込票にてご確認ください。

<特定非営利活動法人補償特約>(全てのプランにセットされます。)
特定非営利渚動促進法に規定する「特定非営利適動」を、このlttF父 の対象となるボランティア渚動に含めます。また、NPO法人 (※ )

を賠償責任補償の被保険者に含め、ボランティアがNPO法人の渚動に従事 している際に、この保 F父の対象となる事故により、
NPO法人が法律上の損害賠償責任を負担することによつて被る損害に対して保険金をお支払いします。
※記名被保F食者であるボランティアが所属するポランティア活動団体であるNPO法人をさします。

7日 加入手続

●下記の力B入書類にカロ入者の掛金を添えて、最寄りの市区田」社会福祉協議会ボランティアセンターにご提出ください。なお、
4月 十日からの加入を希望される場合は、 3月 34日 までにお手続きください。
①「兵庫県ボランティア・市民渚動養害共済加入申込票兼力B入者名簿」  ②「加入者名簿」

※ポランティア団体 (グループ)で加入する場合には、必ず「力B入者名婚」(所定用紙があります)を添付してください。住所 (番地まで記入)

氏名 ,電話番号が記載された既存の名簿がある場合に|よ、それに替えることができます。その場合は、 3部ご提出ください。
※兵庫県社会福祉協議会 (市区田」社会福祉協議会を含みます。)は、本共済の運営において入手する個人情報を、本共済の事務運営のために
使用します。

18.事故対応

①事故が起きた場合には、ただちに、加入手続をした市区町社会福祉協議会に連絡し、事故の日ブ)｀ ら30日 以内に「事故届出お

よび証明書」をご提出ください。
●<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賭償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保
険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円端に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ
引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保
険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

②「事故届出および証明書」を受付後、保険会社から保険金請求書類をお送りします。
③補償対象になるア)｀どうかのお問い合わせについては、(取扱代理店)兵庫福祉保険サービス(フ リーダイヤル(0120-418-192))

をご利用ください。

9Bその他

0ご力B入後、住所等に変更があつた場合には、速やア)｀ に力B入手続をした市区町社会福祉協議会にご通知ください。
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10Hお支払いの対象となる損害・お支払いする保険金・ 見舞金

補償
の

種類

お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金

保険金の種類 内 容

傷

堂

補

償

死亡保険金

保F食 期P日弓中の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日 以内に死亡された場合、死亡
後遺障害保険金額の金額

の を被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注 )既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺障害

保険金の額を差し引いた残額となります。

後遺障害保険金

保F食 期P日]中の事故によるケガのため、事故の発生の日ズ)｀ らその日を含めて180日 以内に後遺障害が生じた場合、
後遺F革害の程度に応じて死亡 後遺障害保険金額の100%～ 42%を お支払いします。
※1 政府労炎保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。

ただし、第 1級から第7級までに限ります。
※2 被保険者が事故の発生の日ん`らその日を含めて180日 を超えてなお治療を要する状態にある場合は、引

受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて481日 目における医師の診断に基づき後遺障害の程
度を認定して、後遺障害保険金をお支払いしまづ。

※3 同一の部位に後遺障害をカロ重された場合|よ、既にあった後遺障害に対する保険金支払害」合を差し引いて、
保険金をお支払いします。

※4 既にお支払いした後遺F草 害保険金がある場合には、死亡 後遺障害保険金額ア)｀ ら既にお支払いした後遺
障害保険金の額を差しSいた残額が限度となります。また、保険期P日弓を通じてお支払いする後遺障害保
険金は、死亡 後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金

保険期P日司中の事故によるケガのため、入院された場合、 [入院保険金田額]X[入院の日数]を お支払いします。
※ 1 事故の発生の日ナυ`らその日を含めて180日 を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。

また、お支払いする入院の日数は480日 が限度となります。
※2 入院保険金をお支払いする期P日弓中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする主な場合」に該当する

ケガを被つた場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。

手術保険金

保険期間中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日ア)｀ らその日を含めて180日 以内に手術を受けられ
た場合、次の算式によって算出した額をお支払いしまづ。
① 入院中に受けた手術の場合…[入院保険金田額]× 10
② ①以外の手術の場合…[入院保険金田額]× 5

※ 4事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。また、 1事故に基づくケガについて①および②の
手術を受けた場合は、①の算式となります。

通院保険金

保険期PB弓 中の事故によるケガのため、通院された場合、[通院保険金日額]× [通院の日数]を お支払いします。
※1 事故の発生の日からその日を含めて180日 を経過した後の通院に対しては保険金をお支払いしません。

また、お支払いする通院の日数は90日 が限度となります。
※2 入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。
※3 通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする主な場合」に該当する

ケガを被つた場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。

熱中症危険補償
急激プ∂`つ外来による日射または熱射によつて、その身体に障害を被つた場合に、死亡 後遺障害 ,入院・手術
通院保険金をお支払いします。

特定感染症危険「後
遺障害保険金、入院
保険金および通院保
険金」補償

感梨症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号 )に規定する一頬感染症、
二頬感染症、三頬感染症および指定感染症 (「特定感染症」といいます。)を保険期間中に発病 (被保険者以外
の医師の診断による発病をいいます。)し、
●発病の日からその日を含めて180日 以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡保険金額の
100%～42%を お支払いします。ただし、既にお支払いした後遺障害保F父金がある場合には、後遺障害保険
金額から既にお支払tヽ した後遺F革害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。

0その治療のため入院 (普通保険約款に定める入院に準ずる状態を含みます。)された場合、入院保険金日額×

入院日数をお支払いします。ただし、発病の日からその日を含めて180日 以内の入院に限ります。
●その治療のため通院された場合、通院保険金日額×通院日数をお支払いします。ただし、発病の日からその

日を含めて180日 以内の通院に限ります。また、90日 がお支払いの限度となります。
ただし、被保険者が特定感染症を発病した場合は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日 以内
にその特定感染症の発病の状況および経過を引受保険会社に通知しなければなりません。

特定感染症危険「葬
祭費用保険金」補償

保険期間中に特定感染症を発病し、その直接の結果として被保険者が発病の日からその日を含めて180日 以内
に死亡されたことにより、被保険者の親族が葬祭費用を負担された場合に、300万 円を限度として保険金をお
支払いします。

※「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によつて身体に被つた傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとつて予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来Jと は、「保β父事故の原因が根保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に0及 入、口及収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸
入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を 含みます。

※「手術」とは、次のいずれア)｀ に該当する診療行為をいいます
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手数料の算定対象として列挙されている診療行為

∝1)。
ただし、倉」傷処理、皮膚切開術、

デプリードマン、骨または関節の非観血的患たは徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療に該当する診療行為

∝2)

(注 1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表において
も手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

(注 2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。
ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および渇
熱療法による診療行為を除きます。

※通院されない場合で、骨折、脱臼、靭 (じん)帯損傷等のケガを被つた所定の部位を固定するために医師の指示によリギプス等
∞ を常時

装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
「所定の部位」とは、次のいずれかの部位 (指、顔面等は含まれません。)をいいます。

長管骨 (上腕骨、撓骨、尺骨、大腿骨、腿骨および印F骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分 (中手骨、中足骨およびそれらより指先lttlは 含まれません。)。 ただし、長管骨を含めギ
プス等

(注)の
固定具を装着した場合に限ります。

肋骨 胸骨 (鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。 ただし、体幹きⅢこギプス等
∞ の固定具を装着した場合に限ります。

(注 )「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部
固定帯、胸骨固定帯、肋(ろ つ)骨固定帯、サポーター等は含みません。

※柔道整復師 (接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたつては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、
お支払いします。また、鍼 (は り)灸 (き ゅう)マ ッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われ
た施術のみ、お支払いの対象となります。
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補償
の

種類

お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金

保険金の種類 内 容

賠
償
責
1壬

補
償

①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基
に対する遅延損害金を含み

づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (損害賠償請求権者
ます。)

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生またIよ拡大の防止のために必要または有益であつた費用

③権利保全行使費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するた
めに必要な手続に要した費用

④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置 (他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酉九l等の費用

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定に
料J記動の免責金額を差しSいた額をお支払いします。た
額を限度とします。上記⑤および③の保険金については、
損害の合計額が支払限度額を超える場合には、次の金額を

お支払いする争訟費用の額

より計算した損害の額から2ページ「6 保険金額 (給付金額)支払限度額と保険
だし、 2ページ「6 保険金額 (給付金額)・ 支払限度額と保険料」記載の支払限度
原貝」として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①ダ)｀ ら④までの
限度とします。

支払限度額
⑥争訟費用の額 ×

①から④までの損害の合計額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わ
せください。

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者
の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等tよ 、保
険金のお支払いの対象とはなりません。

「①損害賠償金」についてのご注意

見舞金
ボ ランティア共済

死亡見舞金
ポランティア腫動中、ボランティア自身が疾病により死亡し、傷害給付金 (保険金)の支払い対象とならない場合
例)ボ ランティアの研修に参加している途中、気分が悪くなり病院に運ばれたが、心不全で翌日亡くなった。

●地震 .0貫人 滓波によるケガは天炎危険補償プランのみの補償となります。
●特定感染症 (―～三頬感染症および指定感染症)について|よ厚生労働省ホームページ (httpsi〃www mh w sojp)を ご覧ください。

なお、補償の対象となる「指定感染症」は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 7条第 1項の規定に基づき、一類感染症、
二類感染症またIよ三類感染症に適用される規定と周程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。

●賠償責任補償の被保険者 (保険契約により補償を受けられる方)は、ポランティアご本人のほア)｀ 、その監督義務者 (親権者等)、 ポランティアご本人が
所属するボランティア活動団体であるNPO法人 (特定非営利活動促進法第 2集第 2項の特定非営利洒動法人)となります。

●健康保険 生命保険などに関係なく保険金または見舞金をお支払いします。

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご稚認ください。また、ご示明な点については、取扱代理店ま
たは引受保険会社までお問い合わせください。
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補償の
種類 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
補
償

特定感染症
危険補償

○保険契約者、被保険者またIよ傷害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によるケガ
○自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
○自動車または原動機付白転車の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等を使用しての運転中のケガ (酒気帯び運転とは、道路交通法第65
条 (酒気帯び運重の禁止)第 1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転草を運転することをいいます。)

O脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
O妊娠、出産、早産または流産によるケガ

べき傷害

してtヽ る間のケ

○普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染茄
○保険責任開始日からその日を含めて10日 以内に発病した特定感染症。ただし継続加入している場合を除きます。 等

賠
償
責
任
補
償

○保険契約者または被保F父者の故意によつて生じた損害賠償責任
○地震もしくは噴炎またはこれらによる津波
O戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動に起因する損害賠償責任
O核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する損害賠償責任

す

ま

ま に起因
すま

ま
フ

たは重大
ン テ ア

リ し す

る

支払いの対象となります。

よる次のいずれかに該当する業務の遂行に起因する損害賠償責任

で き つ し、提供物の本来意
つ つ し す

る

看護、
鑑定、授与または授与の指示

きゅう師、柔道整復師、理学療法士

し特別の約定がある場合において、その約定に
体の損壊に対する賠償責任

あ ツ サ り または作業療法士などの資格を有する職業人がその
|

よ つ

等

ヽ

か し によ



12Eそ の他ど留 意いただきたいこと

0この保Ftttよ社会福祉法人東京都社会福祉協議会が保険契約者となる明細付契約です。
0契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結 保険料の領収 保険
料領収証の発行 ご契約の管理などの業務を行つてしヽます。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契
約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●加入申込票の加入者控が力[l入者証となりますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。ま

た、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
O著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があつた場合

0この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。
【個人情報の取扱いについて】

この保険契約に関するl固人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほズ)｀ 、引受保険会社およびMS&AD
インシュアランスグループのそれぞれの会社 (海外にあるものを含む)ア)｀ 、この保険契約以外の商品 サービスのご案内 ご提供や保険引
受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先 委託先等の商品 サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報 (要配慮l固人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認
められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人′

F同
七
報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先 (保険代理店を含む)、

保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等 (いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
詳細は、三井住友泡上ホームページ (httpsi〃 www ms inscom)をご覧ください。

●保険会社破綻Bき等の取扱い
○損害保険会ネ土が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
○この保険|よ、保険契約者が個人、小規模法人 (破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)ま たはマンション管
理組合 (以下、「個人等Jといいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合
でも、保険金、解約返れい金等は80%ま で補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻Bき から3か月までに発生した事故
による保険金は100%補償されます。

○また、保険契約者がイ固人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係
る部分については、上記補償の対象となり蔽す。

1 3と 事故 が起こつた場合の手続

(1)事 故 にあわれた場合の引受保険会社への ご連絡等

(注)2ページの「 8 事故対応」をご確認いただきご対応ください。

事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行つたうえで、加入手続
きをした市区日T社会福祉協議会にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認

(2)保「貞金の ご請求 時 にご提出 いただ く書類

被保険者または保険金を受け取るべき方 (こ れらの方の代理人を含みます。)が保険金
の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものを
ご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保β食会社にご相談ください。
※4 ご提出いただく書類には「●」を付してtヽ ます。「―Jが付されている場合は、ご提出いただく必要|よ ありません。
※2 特約に基づいて保F食金の請求を行う場合tよ、次表の書類のほア)｀、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

遅滞なくご契約の代理店 扱者または下記にご連絡ください。

「24時間365日 事故受付サービス
三井住友海止事故受付センター」

事故は  いち早く

0120-258-189(無料)

保険金のご請求に必要な書類
補償項目

A=傷害補償
B=賠償責任補償 A B

(1)引受保F食会社所定の保険金請求書 SI受保険会社所定の保険金請求書 ● ●

(2)S受 保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他こ
れに類する書類

ミ′王)

(注 )事故発生の状況 日時 場所、事故の原因、損害またIよ費用発生の有無を確認
するための書類をいい諜す。

引受保険会社所定の事故状況報告書、警察署 消防署の証明書、交通事
故証口月書、事故原因 損害状況に関する写真 画像データ 修理業者ア)｀

らの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 ● ●

(3)対象の損害であることを確認する書類
ポランティア送動推進法人患たはポランティア活動団体の責任者が発行する次の書類
○ボランティア渚動中の事故であることを証甥する書類
○ボランティア港動団体の構成員であることを証明する書類
○ポランティア送動推進法人の委嘱を受けた方もしくtよポランティア活動推進法人

に登録した方であることを証明する書類

事故証明書、ボランティアの名簿

● ●

(4)損害賠償の額および損害魅償請求権者を確認する書類
①他人の身体F章害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類

②他人の財物損壊 (財物の使用不含まこよる間接損害を含みます。)の程度、損害の額
および損害賠償請求権者を確認する書類

③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類

④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまた
Iよ保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を茫認する書類

⑤共同不法行為の場合に第二者等に対する権利の移転を確認する書類

診断書、後遺F章害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および
治療にア)｀ かわる交通費 諸雑費の領収書 明細書、休業損害証日月書、源
泉徴収票、住民票、戸籍謄本

修理見疫書 領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画
実縞、自動車検査証 (写 )、 建物登記婚謄本、戸籍謄 (抄)本、全部 (廻人)

事項証明書

示談書、判決書、S受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者から
の領収書

権利移転証 (兼)念書

0

(5)身体障害、ケガの発生およびその額を確認する書類
①死亡事故であることを確認する書類

②後遺障害による損害の内容 程度を確認す0書類

③その他続害事故の損害の内容 程度を確認する書類

死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本

引受保F食会社所定の後遺F章害診断書、レントゲンフィルム等検査資刈そ
の他の後遺障害による損害の額を示す書類

S受保険会社所定の診断書、診療状況申告書、入院 通院状況申告書、
治療費の領収書、診療報酬明細書、調査に関する同意書

0

(6)被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用 権利保全行使費用 緊急措匿費用 協力費用
争訟費用等の費用が確認できる書類 明細書 ●
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(▼ )その他必要に応じて引受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類

③他から支払われる損害賠償金 保F食金 給付金等の額を健認する書類

④保険金の請求を第三者に委任したことをlC認する書類

住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書 法人代表者資格証明書、代表

者事項証明書

S受保F食会社所定の同意書

示談書、判決書、被害者ア)｀ らの領収書、保険会社からの支払通知書、労

公支給決定通知

委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書またIよ法人代表者

資格証B月書もしくtよ代表者事項証明書

● 0

■重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者に保F父金または損害貝□立償金を請求できない事情がある場合は、被保険者の方の規族のうち一定の条件を

満たす方が代理人として、保険金または損害賠償金を請求できる場合があります (「代理請求人制度J)。 詳細Iよ取扱代理店または引受保険会社よでお問い合わせ

ください。
■引受保険会社1よ、保険金請求に必要な書類

∝1)を
ご提出いただいてズ)｀ らその日を含めて30日 以内に、保険金をお支払いするために必要な事項

∝2)の
茫認を終

えて保険金をお支払いします
∝3比

(注 1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。「代理請求人制度」をご利用の場合tよ、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出

いただきます。

(注 2)保険金をお支払tヽする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他31受保険会社がお支払いす

べき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をtヽいます。

(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人 医療機関など専門機関の診断 鑑定等の結果の照会、炎害救助

法が適用された被炎地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合にIよ、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。

この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。

■保険金請求権については時効 (3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。

■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保F食者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権 (他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有し

ます。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡 質権設定 す差押えはできません。

斯瘍継憲r羅畿孫螢墨削艦鰤1静葛ヨ磨踏箋勢!竜蔀聞騨綿 逸
要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申と
合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。

※カロ入申込票 (4)への記名 押印 (ま たIよ署名)は、この書面の受領印を兼ねています。

1     角Ⅷ
ボランティア活動保険をと
加入いただくお客さまへ

重要事項の

c~加入に際して特にご確認いただきたtヽ事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申
込みくださいますようお願tヽいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記守

'し

ているものではありません。詳細1よ

普通保険約款・特約でご確認ください。また、ど不明な点については、取扱代理店また1よ引受保険会社までお間い合わせくださtヽ。
契約概要のこ説明

保険の種類 商品の仕組み

ボランティア活動保険 ボランティア活動保険普通保険約款
①傷害条項   ⇒ 傷害補償
②賠償責任条項 ⇒ 貝。圭償責任補償

十

③細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
④熱中症危F食補償特約
⑤特定非営利活動法人補償特約
⑥後遺障害等級第1～ 7級限定補償特約
⑦特定感ン木九症危F食「後遺F章害保F食金、

び通院保険金」補償特約
③特定感染症危険「葬祭費用保険金」
⑨天養危険補償特約 (★ )

入院保険金およ

補償特約

⑩人オも権侵害補償特約
①ボランティア洒動保険追加特約 (大規模養害特例

月例精算方式)

(★)「天炎危険補償プラン」のみ

1.商品の仕組みおよび引受条件等

(1)商品の仕組み

(2)補償内容
■被保険者

補償項目の種類 被保険者
(つ

傷 害 補 償 ポランティア

賠償責任補償 ①ボランティア (・ )

②上記①の監督義務者およびポランティアが所属するNPO法
人 (特定非営利渚動法人促進法に基づく)

ただし、適用される普通保険約款 特約に汰りその他の被保険者が設定される場合
がありますので、詳細tよ普通保険約款 特約でご確認ください。 _
■保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活動炎害共済」)の「保F食金 見
舞金をお支払いする主な場合Jのページをご参照ください。

■お支払いの対象となる損害 お支払いする保険金
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民渚動公害共済」)の「お支払いの

対象となる損害 お支払いする保険金 見舞金」のページをご参照ください。

1.ご契約申込みの数回等 (クーリングオフ)

このご契約は、保険期間〈準)が 1年以下であることア)｀ ら、クーリンクオフの
対象ではありません。

■保険金をお支払いしない場合 (主な免責事由)

パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民港動炎害共済」)の「保F食金をお

支払いしない主な場合」のページをご参照ください。
なお、詳細は普通保険約款 特約の「保険金を支払わなtヽ場合J等の項目に記載
されております。

(3)セ ッ トできる主な特約
天八危F食補償特約 (天A危険補償プランに付帯)以外に、この保険契約に1よ

お客さまの任意でセットできる特約tよありません。

(4)保険期間
この保険の保険期間 (・ )は 1年間です。お客さまが実際にごカロ入いただく保
険期間につきましては、パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民渚動
炎害共済」)またIよ加入申込票の「力0入期間」欄にてご確認ください。

(5)支払限度額等
パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民活動炎害共済」)を ご参照く
ださい。

2.保険料
保険料

(・ )は、保険金額
(め

等によって決定されなす。詳細は、取扱代理店患
たtよ SI受保険会社までお間い合わせください。お客さまが実際にご加入いただ
く保険料につきましては、パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民活
動公害共済」)の「掛金 (保 F食料 共済掛金)」 のページまたIよカロ入申込票の「掛
金額」欄にてご確認くださtヽ。

3.保 険料 の払込方法 について
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活動炎害共済」)をご参照くだ
さい。

4.満期返れい金 。契約者配当金
このご契約にIよ、満期返れtヽ金 契約者配当金tよありません。

5.解約返れい金の有無
この保険に1よ、ご力B入の月党退

の「6
(解約)に際しての解約返れい金はありません。
解約と解約返れい金」をご参照ください。

2.告知義務・通知義務等

(1)ご加入時における注意事項 (告知義務―力B入申込票の

記載上の注意事項)

申込人または被保険者 (・ )には、ご畑入時に危険 (・ )(こ 関する重要な事項として引
受保F食会社が告知を求めたもの (告知事項)につtヽ て事実を正確に告夕[いただく
義務 (告知義務)があり、取扱代理店にl〔k告知受領権があります (取扱代理店に
対して告夕[いただいた事項は、31受保F父会社に告知tヽただいたものとなります。)。

力[入申込票 (準 )に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。
この項目ぶ 事実と異なる場合、またIよ事実を記章党しなかった場合に1よ、ご契約
を解除し、保険金 (・ )を お支払いできないことがありますので、江l入申込票の記
載内容を必ずご確認ください。

(*)印の用語については、固調瓢区藍劃】 (7～ 8ページ)をご参照ください。

ご加入に,不
銀して申込人

(4)にとつて不利益になる事項等、特にご注意tヽただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載してtヽ

ます。こ
~畑

入される前に必ずお読みtヽただき、ご旭入くださいますようお願いいたします。この書面tよ c~カロ入に関するすべて
の内容を記載しているものではありません。ご加入の内容tよ普通保険約款 (中 ).特約 (・ 〉

1こよつて定まります。ご不明な点につ
いては、取扱代理店またIよ引受保険会社までお問い合わせくださtヽ。

注意,興起情報のこ説明

暉

6



この保険契約と補償の範囲が重なる他の保8食契約等について既にご加入され

ている場合、「補償の重複」が生じることがありなすので、必ずその内容 (保

険の種類、保険金額
(*)等 )を告知してください。

補償の範囲が重なるのIよ、この保険契約と異なる保瞼種類にセットされた特

約の補償内容が同一となっているような場合もあります。

ご不明の場合十よ、現在ごカロ入されている保F食契約の内容が確認できる書類と

ともに、取扱代理店患たIよ引受保F食会社までお問い合わせください。

(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)

(3)その他の注意事項

傷害補償ω の被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに

該当するときは、その被保険者は保F食契約者に対し傷害補償ω の解約を求
めることができます。この場合、保険契約者tよ傷害補償∝)を

解約しなけれ
ばなりません。

①傷害補償磋)の被保険者となることについて、同意をしていなかつた場合

②保F食契約者または保険金を受け取るべき方に、以下のいずれメ)｀ に該当する

行為があつた場合

◇引受保険会社に傷害補償の
1こ基づく保険金を支払わせることを目的と

してケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと

◇保F食金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと

③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、

保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

④②および①の場合と同程度に被保F食者の信頼を損ない、傷害補償の の存
続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

⑤保険契約者と枚保険者との間の親族 (つ 関係の終了等により、傷害補償 l′と)

の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があつた場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。
その際は被保険者であることの証0月書類等が必要となり患す。

(注)その被保険者にん`ん`わる部分に限ります。

3.補償の開始時期
始期日

(ホ )の
午前 0時に補償を開夕。ムします。保険料

(つ
tよ、パンフレット本文 (「兵

庫県ポランティア 市民活動炎害共済J)記載の方法により払い込んでください。

記載の方法により保険料を払い込んでいただけない場合、保険期間が始まった

後でも、保険全をお支払いてきません。なお、始期日以降に保険加入手続きが

完了した被保険者については、加入手続きが完了した日の翌日午前 0時ナっ`ら補

償を開始します。

4.保険金をお支払いしない主な場合等

(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民活動久害共済」)をご参照く

ださい。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細tよ普通保険約款 特約の「保

険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。
①S受保F食会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生

じさせ、またIよ生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行しヽ、またIよ行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①～③と同程度にS受保険会社の信頼を損ない、保険契約の
存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5.保険料の払込猶ラ期間等の取扱い

保険料tよ、パンフレット本文(「兵庫県ボランティア 市民活動奏害共済J)記載の
方法により払い込んでください。パンフレット本文(「兵庫県ボランティア 市民
活動奥害共済J)記載の方法により保険料を払い込んでいただけなtヽ 1易合に1よ、保
険金をお支払いでき諜せん。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

6。 解約と解約返れい金
ご力0入を中途で脱退 (解約)される場合は、取扱代理店患たは31受保険会社に
速やかにお申出ください。
■この保険契約に十よ、解約返れい金の返還はありません。
■ご解約に伴い、解約日

(Dま
たIよ満期日

(*)等 までの期間に相当する保険料
について追カロのご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさ
せていただいたときに1よ、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民渚動炎害共済J)を ご参隠ください。

8.契約取扱者 (取扱代理店)の権限
パンフレット本文(「兵庫県ボランティア市民活動炎害共済」)を ご参照ください。

9.個人情報の取扱い
パンフレット本文(「兵庫県ボランティア 市民活動久害共済」)を ご参照ください。

・指定紛争解決機関

引受保険会社tよ、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約
を締結しています◎引受保険会社とのP日弓で問題を解決できない場合に
tよ、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し
立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんlぎADRセ ンター

0570--022--808〔 ナビダイヤル(全国共通 通話料有料)〕

'受付日も間[平 日9:45～ 17100(土日 祝日および年末年始を除きます)]

詳しくは、一般社団送災 日本損害保険協会の本―ムページをご覧ください。
(httpsフ /www sonpo orttp/)

暉  (*)印の用語については、固調頚頭聾匿珂(7～ 8ページ)をご参照ください。

特にご注意ください

ごナ王入後、次に該当す0事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店蔽たIよ

引受保険会社にご通知ください。

ご通知がなtヽ場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできなtヽ ことがありま

すので、十分ご注意ください。

Oポランティア汚動推進法人
(*)が

自発的な意思により他人や社会に貢献することを

目的とする遮動の推進または社会福祉の推進を目的とする法人 (国 および地方公共

団体を含みます。)でなくな つた場合

また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ど加入内容の変更等
が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保F食会社にご通欠lく だ
さtヽ。

◇力B入申込票記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほナυ`、特約の追力B 肖」除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

この保険商品に関する.お問い合わむは|

〔取扱代理店】株式会社兵庫福祉保険サービス
〒6540023兵庫県神戸市須磨区戎町4-1-17
TEL :078-735-0466 F A X :078-735-1890

保険
―
に関夢るγご相談 Ⅲl苦情市お問い合わ、せ,は

三井住友海上お客さまデスク

0120-632-277(無料)

チャットサポートなどの各種サービス 鞘ttps: ms― C/

こちらからアクセスできます。

用 語の ご説 明
用 語 説 明

医師
囲行 解約日

加入申込票

囲行 医学的他覚所見 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、 tヽ い

保険期間の中途で保険契約 れた日をいいます。

危険

引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属
書類がある場合には、これらの書類を含みます。

損害または傷害の発生の可能性をいいます。
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、

胸部固定帯、胸骨固定帯、肋 (ろ つ)骨固定帯、サポーター等は含みません。

ギプス等

れ日入由→入車 1「 詔動

^力
■ネ・j保日金碧オ/い (、 表すハ

tヽ い

記名被保険者

頸 (けい)部症候群
ケガ

いわゆる「むちうち症Jを いいます。
急激かつ偶然な外来の事故によつて身体に被つた傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が央発的で、傷害発生までの過程においてBき間的Pa日 隔がないこと」を意0未 します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づア)｀

ないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用
でないこと」を意味します。

「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に
生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であつて、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
い機能の重 大な障害に至つたものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている

場合であっても、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。

7



つ る こ tヽ い誤疎 (えん)

□行 始期日

酒気帯び運転

自動車等

乗用具

保険期間の初日をいいます。

道路交通法第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第 1項に定める酒気を帯ぴた状態で自動車等を運転することをい

th

自

次のい かに該当する診療行為をいいます。

①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為
∝1)。

ただし、倉」傷処理、皮膚切開術、デプリードマン、骨またIよ関節の非観血的または徒手的な整復術、整復
固定術およぴ授動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療に該当する診療行為∝2)

(注 1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、
医科 診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

(注 2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘
出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、
点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

自動車、原動機付自転車、モーターボート、水上方―トバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類
するものをいい ます。

つて

所定の部位 次のいずれア)｀ の部位 (指、顔面等lよ 含まれません。)をいいます。
・長管骨 (上腕骨、撓骨、尺骨、大腿骨、月坐骨および酢骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分 (中手骨、中足骨およびそれらより指先lttlは含まれません。)。

ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
・肋骨・月匈骨 (鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。 ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
6親等内の血族、配偶者

∽
および3親等内の姻族をいいます。

(注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
親族

固行 治療 医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

通院

普通保険約款

保険期間
保険金

保険金額

保険料
ポランティア

ポランティア浙動

ポランティア渚動推進

ボラ イ

□行 満期日

免責金額

申込人

病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療
による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬斉」、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みま

せん。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表

いヽ

い まヽす。

基本となる補償内容およ 的な事項を め です

tヽ しヽ

よ セットされ により ま S
いすべき金銭 をいいます。

保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社が支払うべき保険金の限度額をいいます。支払
ともいい ます。

ボランティア活動を行う 然人で次のい する方をいいます。
ア.ボランティア活動団体の構成員
イ.ポランティア活動推進法人の委0属を受けた方またはボランティア活動推進法人に登録した方
自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とし、 日本国内で行われる次のいずれかに該当する活動
をいいます。なお、渚動には、活動のための学習会または会議等を含み、有償

∝1)の
活動は除きます。

ア.所属ポランティア活動団体の会則
儀2)に

則り企画、立案された活動
イ ボランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に届け出た渚動

(注 1)交通費、食事代等費用弁償程度の支給がなされる場合は、有償とはみなしません。

(注 2)名称を問いません。

自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする活動の推進または社会福祉の推進を目的とする法

よび地 ます。 をいいます。

ポランティア渚動を行つているP日弓をいい、ポランティア渚動を行う目的をもつて通常の経路により住居

発してから住居に帰着するまでの間を含みます。

を出

じ

人

tヽ th

thtヽ

及Sしたことによる窒√

アションとなる補僧内容|

thtヽ

る る つて

thth

ン テ ン テ ン テ tヽ い

兵庫県社会福祉協議会 地域福祉部最寄りの社会福祉協議会

叫羅艤嗣 TEと 078(271)5317

FAX 073(271)5366

1番32号 〒654-0062
兵庫県神戸市中央区坂□通2-1-1兵庫県福祉センター内
(TEL)078-242-4634 (FAX)078-242-0297

【引受保険会社】
三井住友海上久養保険株式会社 兵庫支店 神戸第二支社

〒654-0171
兵庫県神戸市中央区栄田」通 1-1-48
(TEL)078-331-8502
(FAX)078-331-5027

【取扱代理店】
株式会社 兵庫福祉保険サービス
〒654-0023 兵庫県神戸市須磨区戎町4-1-17
(TEL)078-735-0466 (FAX)078-735-1890
(Eメ ーー)レ )v― hoken@hyogofukushi.com

(事故相談〉フリーダイヤル0120-148-192(無料)

く営 業 日)土・日・祝日を除く平曰 く受付時Pe弓 〉9:15～ 17:00
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